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糸満市の総合情報マガジン「広報いとまん」

有料広告募集
1号広告

50mm×170mm規格

2号広告
50mm×85mm規格

株式会社 琉球若草 ☎0980-43-0792問い合わせ

広告広告

お知らせマイナンバーカード休日・夜間窓口について

内容　休日および平日夜間の交付窓口を開設します。
受け取りは事前の電話予約が必要です。
夜間窓口　4月11日（木）・16日（火）・5月8日（水）
　16日（木）
夜間窓口開設時間　17時30分～19時
休日窓口　4月6日（土）・14日（日）・5月11日（土）
　26日（日）
休日窓口開設時間　9時30分～12時
交付場所　市役所1階　市民課窓口

市民課 840-8247 10056

申告の受け付け再開について

内容　確定申告の受け付けは、3月15日（金）で終
了しました。期間内に申告できなかった人について
は、6月3日（月）から税務課で住民税の申告受け
付けを再開しますが、所得税の確定申告について
は、那覇税務署へお問い合わせください。

税務課 840-8128 21794

有機ELテレビの処分方法が変わります！

内容　4月1日（月）の家電リサイクル法改正に伴い、
有機ELテレビはメーカーが回収・リサイクルする
対象品目に追加され、「粗大ごみ」から「市が収集
しないごみ」になります。購入や買い換えのお店に
引き取りを依頼するか、協力店へご連絡ください。

市民生活環境課 840-8124 21913

被保険者証の切り替えはお早めに

内容　3月から国民健康保険被保険者証の切り替
えを案内しています。4月から古い被保険者証は
使用できなくなりますので、お早めに切り替えを
行ってください。なお、受診時に新しい被保険者
証が提示できない場合、医療費が1度全額自己
負担となりますので、ご注意ください。

国民健康保険課 840-8127 21173

後期高齢者医療保険料率が改定されます

内容　後期高齢者医療制度は、2年ごとに保険料
率が見直されます。保険料は、被保険者全員が均
等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に
応じて負担する「所得割額」の合計になります。
令和6年度・7年度の保険料率
均等割額　48,400円から56,400円へ変更
所得割額　8.88％から11.6％へ変更
限度額　66万円から80万円へ変更

国民健康保険課 840-8127 22148

旧優生保護法一時金について

内容　平成31年4月に旧優生保護法一時金支給
法が成立し、公布および施行されました。法に基
づき、優生手術を受けた人などの対象者へ一時
金が支給されます。一時金の請求方法などについ
ては、沖縄県地域保健課へ直接お問い合わせく
ださい。
請求期限　4月23日（火）

沖縄県保健医療部地域保健課母子保健班
866-2215 21799

国民年金の学生納付特例制度があります！

内容　国民年金保険料を納めることが困難な学生
は、納付を10年間猶予できます。
必要書類　学生証または在学証明書
申請場所　市役所1階　市民課窓口
その他　代理人が申請する場合は、本人確認がで
きるものや委任状が必要です。また、日本年金機
構からはがきが送られてきた人は、必要事項を記
入の上、返送することで手続きが完了します。

市民課 840-8125 22121

令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特
別給付金 （児童1人あたり5万円） お知らせ

内容　令和5年度住民税非課税世帯に対し、 令和
5年12月1日時点で世帯主と同一世帯にいる18
歳以下の子ども1人あたり5万円を給付します。
すでに7万円を給付した口座へ4月下旬以降、順
次振り込みいたしますが、 口座変更がある場合は、 
4月12日 （金）までにコールセンターへご連絡くだ
さい。 また、 令和5年12月1日以降に生まれた新
生児や、 令和5年12月1日時点で別世帯、かつ、 
生計を同一にしている児童などがいる場合は申請
が必要です。
申請期限　8月31日（土） （消印有効）

糸満市臨時特別給付金コールセンター
0120-824-288 21728

狂犬病予防集合注射を実施します

内容　生後91日以上の犬には狂犬病予防法により、
年1回の予防注射を受けさせることが義務づけら
れており、対象者には、はがきを送付しています。

市民生活環境課 840-8124 22120

期間　4月12日（金）～21日（日）
場所　市役所および市内各公民館
その他　受付時間などは、はがきを
ご確認ください。

清明祭とこどもの日のごみ出しについて

内容　清明祭（シーミー）前のお墓掃除によって出た
ごみは、市で収集をしていません。糸豊環境美化
センターへ直接自己搬入するなど、各自で処理を
お願いします。また、今年は5月5日が日曜日のため、
ゴールデンウィーク期間中は通常通り収集が行わ
れます。

市民生活環境課 840-8124 1648

糸満市さくらねこTNR活動について

内容　公益財団法人どうぶつ基金の「さくらねこ無
料不妊手術事業」を活用して、自治会や市民と連
携し、TNR活動を実施しています。関心のある自
治会や市民の皆さんはお問い合わせください。

市民生活環境課 840-8124 14432

転入された子どもの予防接種について

内容　糸満市では、転入された子どもの予防接種に
ついて、対象年齢に応じた予防接種予診票を発
送しているため、原則、転入時のお手続きは不要
ですが、次の対象者は手続きが必要となります。
対象者　①日本脳炎予防接種を全4回接種完了し
ていない人のうち、平成19年4月1日までに生ま
れた人かつ20歳未満の人／②HPV予防接種を
全3回接種完了していない人のうち、平成9年4
月2日から平成20年4月1日の間に生まれた女性

健康推進課 840-8126
18096

国民健康保険は14日以内に届け出を！

内容　国民健康保険への加入や、やめるときは14
日以内に届け出が必要です。国民健康保険加入
の届け出が遅れた場合でも、加入資格を得た月ま
でさかのぼって保険税を納めることになります。ま

国民健康保険課 840-8127 1470

た、国民健康保険の資格がな
くなった後で、国民健康被保
険者証を使用し、診療を受け
た場合は、国民健康保険で負
担した医療費を返還する必要
があります。
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